
印西地区環境整備事業組合附属機関条例施行規則  

平成２５年２月７日  

規 則 第 １ 号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、印西地区環境整備事業組合附属機関条例（平成

２５年条例第１号。）第５条の規定により、管理者の附属機関の組

織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（会議及び議事）  

第２条 附属機関の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長と

なる。  

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の  

ときは、議長の決するところによる。  

（参考意見等の聴取）  

第３条 附属機関は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求

め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めること

ができる。  

（庶務）  

第４条 附属機関の庶務を処理する機関は、別表のとおりとする。  

（委任）  

第５条 この規則に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な

事項は、当該附属機関の委員長が定める。  

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附 則（平成２７年２月２５日規則第１号）  

（施行期日）  

 この規則は、公布の日から施行する。  



別表（第４条） 

附 属 機 関 庶 務 担 当 機 関 

印西地区環境整備事業組合  

印西地区ごみ処理基本計画  

検討委員会 

 

印西クリーンセンター  

印西地区環境整備事業組合  

次期中間処理施設整備事業  

施設整備基本計画検討委員会  

 

印西クリーンセンター  

印西地区環境整備事業組合  

次期中間処理施設整備事業  

地域振興策検討委員会  

 

印西クリーンセンター  

 


